
シシンンポポジジウウムム「「ここれれでで防防げげるる学学校校体体育育・・ススポポーーツツ事事故故」」報報告告   
――熱熱中中症症事事故故かからら子子供供をを守守るる――   

The symposium report on “Sports  accidents of School physical  education that can 

be prevented”  -  Protecting children from heatstroke accidents –  

三輪渉（横浜綜合法律事務所・神奈川県弁護士会スポーツ法研究会）  

 

第１ ははじじめめにに 

１ シシンンポポジジウウムムのの概概要要 

令和６年１０月２７日、埼玉大学において、

一般社団法人 日本スポーツ法支援・研究セン

ター、日本スポーツ法学会及びNPO 法人 Safe 

Kids Japanが共催し、スポーツ庁、こども家庭

庁、国立研究開発法人、産業技術総合研究所、

独立行政法人、日本スポーツ振興センター、全

日本中学校長会、公益財団法人 日本中学校体

育連盟、公益財団法人 全国高等学校体育連盟、

公益財団法人 日本高等学校野球連盟、公益財

団法人 笹川スポーツ財団、日本教育法学会、埼

玉大学、早稲田大学スポーツ科学学術院、朝日

新聞社、公益財団法人 スポーツ安全協会、公益

財団法人 日本スポーツ施設協会、公益社団法

人 東京都理学療法士協会、公益財団法人 日本

技術士会登録子どもの安全研究グループ、特定

非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法

開発研究会、関東弁護士会連合会及び埼玉弁護

士会の後援を受け、「シンポジウム「これで防げ

る学校体育・スポーツ事故」報告―熱中症事故

から子供を守る―」を開催した。 

     本シンポジウムは、埼玉県弁護士会が幹事を

務めていたところ、当会スポーツ法研究会のメ

ンバーも進行チームの構成員として関与して

いたため、本誌を借りてシンポジウムの内容を

概説し、提言の内容を紹介する。 

     本シンポジウムでは、熱中症予防をテーマと

したため、熱中症が増え始める令和６年５月に、

プレシンポジウムが行われた。プレシンポジウ

ムでは、長年熱中症予防に取り組んでこられた

日本スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員

長、大学スポーツ協会副会長川原貴先生を講師

にお招きし、熱中症の現状や対策をお話しいた

だき、町田市議会議員の矢口まゆ議員から自治

体議会の議論、理学療法士の渡邊祐介先生から

はフェンシング競技における熱中症の状況、置

塩正剛会員（東京弁護士会）からは陸上競技ジ

ュニア指導における熱中症対策といった報告

がなされた。 

     今回のシンポジウムは、プレシンポジウムに

引き続き、熱中症事故をテーマに、①最新の科
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学的エビデンスを踏まえた熱中症の予防の基

調講演、②プレシンポジウムに引き続いて学校

やスポーツの現場からの報告、③熱中症事故の

裁判例の報告・小中学校に対して行ったアンケ

ートの分析を行い、熱中症から子供を守るため

の提言がなされた。 

     各テーマの発表者は、①早稲田大学スポーツ

科学学術院スポーツ科学部准教授細川由梨先

生、②町田市議会議員矢口まゆ議員、理学療法

士鈴木真治先生、理学療法士渡邊祐介先生、③

竹内和正会員（埼玉県弁護士会）である。なお、

シンポジウムの後半は、プレシンポジウムにて

基調講演を行った川原貴先生、埼玉大学教育学

教授・埼玉大学教育学部附属特別支援学校校長

石川泰成先生、埼玉県アスレティックトレーナ

ー連絡協議会会長・埼玉県スポーツ協会アスリ

ートサポートコーディネーター長瀬エリカ先

生、細川由梨先生の４名のデスカッションに当

てられたが、内容は割愛する。 

２ 本本シシンンポポジジウウムムのの基基本本的的なな姿姿勢勢 

   本シンポジウムは、シリーズ第８回目のシンポ

ジウムであり、基本的な姿勢はこれまでのシンポ

ジウムと共通して、科学的根拠を示して事故の原

因等を考察し、事故防止のための具体的な提言を

行うことである。 

   学校での事故防止に強い関心を持った者たちに

よって、分かりやすく具体的、科学的根拠に基づ

いて、具体的事故防止対策を検討し、科学的エビ

デンスに基づきどうしたら事故を予防できるか回

答するものである。 

 

第２ 学学校校体体育育・・ススポポーーツツににおおけけるる暑暑熱熱対対策策ととリリスス

ククママネネジジメメンントト 

     細川由梨先生から、熱中症の基礎知識、応急

措置・予防方法について、概要以下のとおり報

告がなされた。 

１ 熱熱中中症症予予防防のの基基礎礎 

   まず、熱中症予防は、個人の努力だけで行える

ものではないこと、組織的にリスクを認知して、

各々立場から予防のためにできることを啓発し、

実践につなげることが重要である。 

   熱中症には、運動時・活動時に発生する労作性

熱中症と、高齢者や幼児が風通しの悪い暑い部屋

に長時間いることで引き起こされる典型性、もし

くは非労作性熱中症の二種類があり、労作性熱中

症の症状は、症状の軽度なものから、熱失神・運

動性筋痙攣・熱疲労・労作性熱射病があり、発症

メカニズムに応じた応急処置が重要である。 

   重症度の高い熱疲労及び労作性熱射病を疑う場

合、直ちに救急要請をするだけでなく、原則とし

て直腸体温のモニタリングが必要であるが、それ

が不可能な場合、全身所見を観察しながら全身冷

却を行うこと、高体温の持続時間をできるだけ短

くすることが、後遺症の予防において重要である。 

２ 緊緊急急時時のの応応急急手手法法・・危危機機管管理理ママニニュュアアルルのの確確認認 

最も効率の良い冷却方法は、アイスバス（氷風
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呂）であるものの、医師など専門家の下で直腸温

度計を用いて深部体温を測りながら行う必要があ

る。 

アイスバスより冷却効果は劣るものの十分な冷

却速度が期待できる方法として、アイスタオルが

あり、比較的少量の氷水とタオルで行うことがで

きる。この場合、タオルを交換し続けることが重

要である。 

適切な応急手当が直後に行われれば、死亡例は

１００％防ぐことができるため、学校の危機管理

マニュアルにおいて、教員が命に関わる熱中症（＝

労作性熱射病）の兆候と症状を理解できるか、冷

却手法が具体的に明記されているか、当該手法が

校内のいつ・どこで起きても実践できる手法かを

確認する必要がある。 

３ 熱熱中中症症リリススククのの予予見見 

熱中症の代表的な要因として、熱中症の既往歴、

不十分な暑熱馴化、肥満あるいは高BMI、睡眠不

足、休憩時間の少ない激しい練習・長時間の練習、

連日の高温・多湿環境及び直射日光、運動強度だ

けを考えた誤った運動と休憩時間の割合等がある。 

これらの要因のうち何か１つの要因が起因で熱

中症を発症するわけではなく、複数の要因が重な

ることでそのリスクが上昇する。 

組織として包括的なアプローチと個人の体調管

理が必要である。 

体調管理としては、練習前から水分補給を最適

化する必要がある。もっとも、水分補給さえして

いれば熱中症を予防できるわけではなく、２４時

間の体調管理（水分補給、食事・栄養、睡眠）が

熱中症予防の基本である。 

４ 熱熱中中症症予予防防ののたためめのの運運動動指指針針 

湿球黒球温度（WBGT）と熱中症発生の関連性

として、運動開始時のWBGT が２８℃以上と２

８℃未満の条件下を比較した場合、WBGT が２

８℃以上の条件において熱中症が１件以上発生す

るオッズは２．２倍となり、これをWBGT３１℃

以上と未満の条件下で比較すると、オッズは４．

５倍となる。 

熱中症運動指針（次頁図）を参考に、段階的な

活動内容の変更が必要である。 

5 熱熱中中症症事事故故予予防防ののたためめのの具具体体的的提提言言 

((11)) 提提言言１１  労労作作性性熱熱射射病病のの応応急急手手当当ににはは速速ややかか

なな全全身身冷冷却却ををーーCCooooll  FFiirrsstt,,  TTrraannssppoorrtt  SSeeccoonndd

熱中症の中でも重症度の最も高い労作性熱

射病は、高体温の持続時間を短くすることが

救命および後遺症の予防において重要である。 

重症であることを示す、意識障害や言動の

異常などがみられた場合には、救急車を要請

するだけではなく、搬送前から全身の積極的

な冷却を始める。この際の冷却手段は、氷嚢

などの局所的な冷却ではなく、水風呂や冷水

シャワーなど、広範囲を一度に冷やせる手法

が望ましい。 

((22)) 提提言言２２  熱熱中中症症発発症症のの要要因因をを把把握握ししてて、、運運動動

開開始始前前ににリリススククをを最最大大限限減減ららすすこことと  
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図 

 
   （公益財団法人日本スポーツ協会） 

熱中症は複数の要因が重なることで、発症

リスクが高まる。運動中に水分補給さえして

いれば大丈夫、昨日より暑くないから大丈夫、

ということではない。 

運動開始前にも総合的な対策が必要であり、

暑くなり始めた時期から意識的に食事・栄養

や水分を十分にとるようにする、睡眠時間を

確保する、暑熱馴化していないテスト期間明

けの初日に強度の運動はおこなわない、気象

によって活動場所や活動時間を変えるなど、

体調管理・活動内容・環境条件などに関して、

できるだけ多くの熱中症の要因を把握し、運

動開始前に具体的なアクションを積み重ねて

対処する。 

((33)) 提提言言３３  運運動動中中はは、、暑暑ささ指指数数をを確確認認ししてて、、量量

よよりり質質のの運運動動とと休休憩憩時時間間のの調調整整をを  

高気温・高湿度の環境においては、自然な

熱放散が妨げられ、体温調節機能には大きな

負担がかかる。 

そのため、危険な高体温を回避するために

は適切な休憩時間を挿入が必要である。この

休憩時間は回数だけでなく、1 回の休憩に充

てる時間にも配慮をする。例えば、暑さ指数

が「危険」に近づくような環境においては、

活動している時間よりも休憩時間を長くした

り、一度に連続して屋外で活動するのは30分

以内にしたりするなどの手立てが考えられる。

酷暑環境下では量より質にこだわった活動計

WBGT℃
(暑さ指数)

湿球温度℃ 乾球温度℃

31以上 27以上 35以上 運動は原則中止
・特別の場合以外は運動を中止する。
・特に子どもの場合には中止すべき。

28～31 24～27 31～35
厳重警戒

（激しい運動は中止）

・熱中症の危険性が高いので激しい運動や持久走
など体温が上昇しやすい運動は避ける。１０～２
０分おきに休憩し水分・塩分を補給する。
 ・暑さに弱い人（体力の低い人、肥満の人や暑さ
に慣れていない人）は運動を軽減または中止

25～28 21～27 28～31
警戒

（積極的に休憩）

・熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり
適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、
３０分おきくらいに休憩をとる。

21～25 18～21 24～28
注意

（積極的に水分補給）

・熱中症による死亡事故が発生する可能性があ
る。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合
間に積極的に水分・塩分を補給する。

21未満 18未満 24未満
ほぼ安全

（適宜水分補給）

・通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩
分の補給は必要である。
　市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発
生するので注意。

熱中症予防運動指針
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画が求められる。 

 

第３ ススポポーーツツのの現現場場かかららのの報報告告 

矢口まゆ議員より、「学校現場における熱中症

対応の課題－自治体議会の議論から－」、鈴木

真治先生より、「パラ陸上教室での熱中症事例

についての報告」、渡邊祐介先生より、「スポー

ツ現場での熱中症発生時のシナリオトレーニ

ング研修会の紹介」の報告がなされた。 

 

第４ 熱熱中中症症事事故故のの裁裁判判例例のの報報告告・・小小中中学学校校にに対対しし

てて行行っったたアアンンケケーートトのの分分析析 

竹内和正会員（埼玉県弁護士会）より、熱中

症事故の裁判例、本シンポジウムを行うにあた

って実施した小中学校に対するアンケートに

ついて、概要以下のとおり報告がなされた。 

１ 裁裁判判例例 

死亡、心停止、記憶障害等の重大結果が生じ

た１３の裁判例では、WBGT（警戒・注意）、気

温で学校側に責任が認められたか否かできれ

いに分かれていた。 

具体的には、WBGT値が「警戒（２５以上）」

で「重大結果」が発生した事案については、学

校側に過失が認められている。 

これを前提とすると、「WBGT３１以上」で

「重大結果」が発生した時点で責任が認められ

る可能性が高い。 

なお、WBGT 値自体に争いがある事案にお

いては、「部活動を行う室内又は室外に温度計

を設置すべき義務があり、部活動の過程でＷＢ

ＧＴ等の温度を把握することができる環境を

整備すべき義務」違反を指摘した事例（大阪高

判平成28年 12月22日）があることから、測

定器の「未設置」または「確認不備」で責任が

認められる可能性が高い。 

裁判例からすると、測定器を「未設置」もし

くは「確認をしない」で、 熱中症リスクのあ

る運動をさせてはいけない。 

では、「WBGT31以上」の場合、子どもに一

切の運動をさせてはいけないかというと、子ど

ものスポーツをする権利に配慮する必要があ

り、現状、WBGT31以上の場合に、すべてのス

ポーツを一律に禁止するという運用は現実的

ではない。 

裁判例でも、「乾球温三一℃以上の暑熱環境下

の激しい運動であっても、暑熱馴化、休憩のと

り方、水分補給、運動に参加している者の個人

条件などに十分に配慮すれば熱中症を予防す

ることは可能であり、暑熱環境下の激しい運動

であったというだけでは常に過失が認定され

るとはいえない」（名古屋地一宮支判平成19年

9月26日）と判断するものも存在する。 

裁判例は、重大結果が発生した場合に、学校

側の「生徒の生命及び身体の安全に配慮すべき

一般的な義務」が尽くされていたかを検討して

過失の有無を判断しているため、裁判例で考慮
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された要素を検討しておけば、学校側は注意義

務を尽くすことができ、熱中症の「重大事故」

を予防することにつながる。 

裁判例は、結果のみならず、以下の考慮要素

の検討が重要である。 

① スポーツの強度（競技特性）や負荷の程

度 

② 部活動が行われた環境（ＷＢＧＴ・気温・

湿度） 

③ 暑熱馴化（しゃねつじゅんか）の有無（テ

スト明け、休み明け） 

④  休憩・給水の頻度 

⑤ 服装（透湿性・通気性のよい帽子・服装） 

⑥ 生徒の特性（体力、肥満等の体格、性格） 

⑦ 生活習慣（睡眠不足・風邪・発熱・下痢

などの体調不良等） 

２ アアンンケケーートト結結果果 

今回のアンケートでは、学校体育に関するもの

で７９２、部活動に関するものとして１５８６も

の小中学校にご回答を頂くことができた。 

(1) 学校体育アンケート結果（一部抜粋） 

・ 熱中症のリスクに関わらずおよそ２割の学

校では屋外体育を実施していること 

・ 屋外体育の授業を取りやめた日数は「０日

～５日」が９割以上であること 

・ 屋外体育の授業取りやめ決定に関与者は

「校長（約８割）、副校長・教頭（約７割）、

保健体育教諭（約７割）、養護教諭（約５割）

※複数回答可」であること 

・ 熱中予防のために屋外の体育の授業を取り

やめる基準の有無について、約１割がその

ような基準を作成していないこと 

・ 屋外の体育授業取りやめ基準が「WGBTの

数（３１以上）が約９割、気温が約３割、

熱中症（特別警戒警報）が約５割※複数回

答可」であること 

・ 生徒が熱中症を発症した場合（疑いを含む）

の対応について、校内の対応手順の確立に

ついて、約１割が確立していないこと 

といった結果であった。 

(2) 部活動アンケート結果（一部抜粋） 

・ 部活動に関して熱中症予防のために実施し

ている対策の有無について、約１割が対策

を行っていないこと 

・ 熱中症発生の恐れのある時期、部活動の

日々の部活動実施前に WGBT の数値確認

の有無について、約１割（１３４校）が確

認していないこと 

※ 確認しない理由として、「測定する機器

がない（約１.５割）」、「巣内によらず常

に十分な熱中対策をしている（約６割）」

といった回答あり（複数回答可） 

・ WGBT が３１以上の場合でも約３割が部

活動を実施していること 

※ 上記理由として、「熱中症地策を十分に

しているから（約９割）」という回答が
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あるものの、「大会は３１以上でも行わ

れるから（約３.５割）」、「練習が全くで

きなくなるため（約０.３割）」といった

回答あり（複数回答可） 

・ 正規の部活動時間外に部員が自主練習する

に際して、部員に熱中症対策を指導してい

ない学校が約３.５割であった 

といった結果であった。 

(3) アンケート結果まとめ 

アンケート結果を、裁判例の基準（WBGT値、

測定器の設置、活動状況）にあてはめると、「重

大事故が発生してしまった場合」には多くの学

校で責任が認められる可能性があり、熱中症予

防対策を再構築する必要がある。 

裁判例を「責任回避の指針」とすることも重

要だが、それ以上に、裁判例の考慮要素を取り

入れた上で、重大結果を回避するための「予防

体制の構築」が重要である。 

他方で、形式的にWBGT 値で一切の運動を

禁止すると、夏場はスポーツをすることができ

ないということになりかねない、健康上のリス

ク、子どもが隠れて運動をすることでより重大

な事故を発生させてしまう危険が生じる。 

熱中症の予防（特に、重症化の予防）を大前

提に子どもがスポーツをできる土台作りを「正

確な知識を共有することを出発点に」社会全体

で検討していくことが重要である。 

第５ おおわわりりにに 

以上が、本シンポジウムの報告となる。 

今回のシンポジウムのテーマを選定する際、

熱中症に関する研究はある程度確立されてお

り、新たな発見はないのではないか、といった

議論があった。しかし、大切なことは何度でも

言い続けるべきであるという観点から、熱中症

がテーマとして選定された。 

調査を進めていくと、WBGT値が「警戒（２

５以上）」で「重大結果」が発生した事案では学

校側に過失が認められ、それ以外の裁判例は過

失が否定されるという綺麗に分かれていたり、

未だに熱中症を発症した場合（疑いを含む）の

対応手順が確立していない学校が存在し、なか

には、これだけWGBT が裁判例の考慮要素と

して挙げられているにもかかわらず、WGBTを

測定する機器がないという学校が存在するこ

とに驚かされた。 

現場の教員の先生方からは、機械的にWBGT

値で運動を禁止すれば、夏場に体育、部活動が

できないといった葛藤も窺い知ることが出来

た。 

改めて、大切なことは繰り返し何度でも言い

続けるこの重要性を痛感した。 

今後も続くであろう猛暑に向け、子どものス

ポーツをする権利を守るため、是非、本シンポ

ジウムの３つの提言を活用して頂きたい。 

以 上 
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